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第１ 道路に関する事項 

要綱第 16条第３項に規定する道路の形態、構造等は、次によるものとする。 

１．道路幅員 

  ⑴ 開発区域内に設置する道路の幅員は、次表を基準とする。なお、幅員は、すべて道路

敷とする。（以下道路の幅員において同じ。） 

      開発規模 

予 定 
建築物 

0.3 ha 

未満 
0.3～1.0ha 1.0～20.0ha 20.0ha以上 適 要 

住 宅 

一般区画街路 4.7m 6.7(4.7～6.0) 

主として 
１戸建住宅 

主要区画街路 6.7(4.7～6.0) 9.0(6.7) 

幹 線 街 路  12.0以上 

共 同 

住 宅 

一般区画街路 4.7m 6.7(4.7～6.0) 6.7 主として３
階建以上の
共同住宅の
建設を予定
するもの 

主要区画街路 6.7 9.0(6.7) 9.0 

幹 線 街 路  12.0以上 

その他 

の用途 

一般区画街路 4.7m 6.7 
 

工場等の建
設を予定す
るもの 

主要区画街路 6.7 9.0以上 

幹 線 街 路  9.0 9.0～12.0 12.0以上 

⑵ 前号の（  ）内の数値は、小区間（延長 120ｍ未満であるもの）で通行上支障のな

い場合又は周辺の状況を勘案して支障のない場合に適用する。 

  ⑶ 歩道の幅員 

    道路幅員と歩車道の幅員は、原則として次表を基準とする。 

道路の幅員 歩 道 幅 員 縁 石 段 差 車 道 幅 員 

９ｍ 2.0ｍ×１ 15 cm 7.0ｍ 

12ｍ 2.5ｍ×２ 20 cm 7.0ｍ 

16ｍ 3.5ｍ×２ 20 cm 9.0ｍ 

  ⑷ 幅員構成 

    道路の幅員構成は、別図１を標準とする。なお、本市へ帰属する部分は、道路敷とす

る。 
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２．道路の配置 

  ⑴ 街区の大きさは、予定建築物の用途並びに敷地の規模及び配置を考慮して定めるもの

とし、住宅地における街区の長辺は 80ｍから 120ｍまでを標準とする。 

  ⑵ 道路の配置計画については、原則としてＴ字形道路を避け、十字形道路にすること。 

⑶ 開発区域内の道路は、延長方向に区域境界まで築造するものとし、袋路状としてはな

らない。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されてい

る場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等、市長が特に避難上及び車両

の通行上支障がないと認めた場合は、この限りではない。 

  ※ 新設道路の標準は下図による。 

 

　　　建基法第42条
　　　２項道路以上

７０ｍ以内 ３５ｍ以内

4.70m

１０５ｍ以下

１２０ｍ以下

 6.0m  6.0m
 以上  以上

５ｍ

4.70m

4.70m
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※　新設道路を袋路状とする場合は下図による。

①　新設道路が4.70ｍの場合

5m～

３５ｍ以内  15m

３５ｍ以下
4.70m

５０ｍ以下

5m～

３５ｍ以内 ３５ｍ以内  15m

4.70m 4.70m

８５ｍ以下

②新設道路が6.00ｍの場合
５０ｍ以内 ２５ｍ以内

５０ｍ以下
4.70m

6.00m 6.00m

７５ｍ以下

５０ｍ以内 ５０ｍ以内 ２５ｍ以内

4.70m 4.70m

6.00m

１２５ｍ以下

4.70m

  5m

 5m   5m

4.70m 4.70m

5m

 5ｍ

 5m
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③新設道路が6.70ｍの場合

５０ｍ以下

6.70m

５０ｍ以内 ５０ｍ以内

4.70m 4.70m

6.70m

１００ｍ以内

制限なし

※　５０ｍ以内に転回路を設置していく場合、延長は制限なし。

  5m
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３．接続道路 

  ⑴ 接する道路 

  開発区域が接する既存道路は次表による。ただし、１ha以上の場合は別途協議とす

る。 

この場合の既存道路とは、開発区域に新たな道路が整備されない場合の当該開発区

域に接する道路である。   

開 発 事 業 の 規 模 区域外の接する既存道路の幅員 

1,000㎡以上 
       6.0ｍ以上 

＊4.0ｍ以上 

500㎡以上  1,000 ㎡未満        3.5ｍ以上 

＊ 開発区域の規模及び形状、周辺の土地利用の態様等により、環境の保全上、災害

の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構

造の道路の場合。 

 

⑵ 接続する道路 

   開発区域内の主要な道路が接続する既存道路は次表による。 

   この場合の既存道路とは公道である。   

開 発 事 業 の 規 模 区 域 外 の 接 続 道 路 の 幅 員 

3,000㎡以上 
       6.0ｍ以上 

＊4.0ｍ以上 

1.000㎡以上  3,000 ㎡未満        4.0ｍ以上 

500 ㎡以上  1,000 ㎡未満 3.5ｍ以上 

＊ 開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められる場合。 

※① 公道とは、国道、府道、市道等である。 

  ② 幅員は、「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」（昭和 58年８月２日、建設省

計民発第 54号）に基づく現況幅員とする。
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４．交差点のすみ切り 

道路の平面交差点の交差角は、直角又は直角に近い角度とし、交差部の内角が 60°以上

120°未満の場合、交差部に設けるすみ切り長さは、次表に示す値とする。 

道路の 

幅  員 

6.0ｍ 

未満 
6.0ｍ 9.0ｍ 備      考 

 6.0ｍ 

 未満 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

4.5 

 

 

A

L b

a

B
c

90°

c
90°
a

A、B = 道路敷 b

　a  = 延長交点 L

 ab  = ac

A
  L  = すみ切り長

                               

 

6.0ｍ 

 

 

3.0 

 

4.5 

 

4.5 

 

9.0ｍ 

 

 

4.5 

 

4.5 

 

6.0 

※① すみ切り長さは、道路敷でせん除すること。 

 ② 交差角の内角が 120°以上となる場合は、すみ切りを設けない。 

    ただし、周辺の状況等により特に必要であれば協議する。 

③  道路の交差角によって、ａｂ（ａｃ）が２ｍを下回る場合には、２ｍ以上確保する

こと。 

④  交差角の内角が 30°以上 60°未満となる場合は、すみ切り長（Ｌ）の値をすみ切り

（ａｂ＝ａｃ）の値に読み替える。 

ただし、読み替え後すみ切り長（Ｌ）が２ｍ未満となる場合は、すみ切り長（Ｌ）

が２ｍになるまですみ切り（ａｂ＝ａｃ）を延長する。 

⑤ 交差角の内角が 30°未満とならないような計画とすること。 

ただし、やむを得ない場合で通行の安全上支障のない場合は、④を参考とし個々に

協議するものとする。 

⑥  都市計画法、建築基準法（位置指定道路）及び八尾市開発指導要綱等によって築造

された道路については、別途市長と協議するものとする。 

⑦  土地の状況によりやむを得ず片側すみ切りとする場合については、別途市長と協議

するものとする。
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５．道路側溝 

  ⑴ 道路側溝の構造は、現場打ちコンクリートとし、別図２の断面とする。 

ただし、新設道路内（交差点部は除く。）については、この限りではない。 

  ⑵ 道路側溝は、原則としてＬ型側溝としなければならない。 

ただし、地形等によってＵ型側溝とする場合は、別途市長と協議すること。 

  ⑶ Ｌ型側溝の立上り部は、５㎝を標準とする。 

  ⑷ 縦断勾配が急な箇所については、横断側溝の設置等について市長と協議するこ

と。 

  ⑸ 道路側溝を、敷地内排水の流末施設としてはならない。 

６．道路の舗装 

⑴ 新たに築造する道路の舗装は、原則としてアスファルトコンクリート舗装とし、

舗装及び路盤の厚さは次表の断面とする。ただし、本市に寄附となる新設道路に

ついては本市路面復旧基準によるものとする。 

 

道路幅員 

 

アスファルトコンクリート  

備     考 
表層・基層 

路     盤 

上 層 下 層 

６ｍ未満 Ａｃ：５㎝ Ｍ25：10 ㎝ Ｍ25：15 ㎝ Ａｃ：密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

ＢＢ：粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

Ｍ25：粒度調整砕石 

 

 

特殊舗装：透水性・修景・コ 

ンクリート舗装等 

６ｍ以上 
Ａｃ：５㎝ 

Ｍ25：10 ㎝ Ｍ25：15 ㎝ 
ＢＢ：５㎝ 

９ｍ以上 別  途  協  議 

歩  道 Ａｃ：４㎝ Ｍ25：10 ㎝ 

車両出入口
部及び特殊
舗装 

別  途  協  議 

（道路舗装標準図）            ※本市に寄附となる新設道路については本市路面復旧基準による 
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⑵  前号以外の舗装については、本市路面復旧基準によるものとする。 

  ⑶ 本市が必要あると認めるときは、協議により断面及び舗装の種類を決定するも

のとする。 

  ⑷ 縦断勾配が９％を超える道路には、滑り止め舗装を施すものとする。 

  ⑸ 舗装復旧面積は、道路管理者の立会、指示のもと決定する。 

  ⑹ 現場状況に応じて舗装止めを施工すること。構造等については、別図２の断面

とする。 

７．道路の勾配 

  ⑴ 道路の縦断勾配は、５％を超えないよう設計し、やむを得ない場合でも９％以

下にしなければならない。ただし、地形等によりこれにより難い場合には、12％以

下とすることができる。 

  ⑵ 道路の横断勾配は、原則として２％とする。 

８．安全施設（長瀬川・玉串川沿いについては、八尾市公共施設景観基本方針に配慮

すること） 

  ⑴ 防護柵 

① 道路が法面、水路、擁壁等に面する危険な箇所には、防護柵を設置すること。 

② 防護柵の種類は、道路状況に応じて、本市が指示するものとする。 

  ⑵ 車止め柵 

① 歩道切下げ部には、車両の進入を防止するための車止め柵を設置すること。 

② 車止め柵の種類は、本市が指示するものとする。（別図３参照） 

  ⑶ 道路反射鏡、道路照明灯、道路標識、区画線、視線誘導標等 

① 道路の状況に応じ、道路反射鏡、道路照明灯、道路標識、区画線（路面標示

を含む。）、視線誘導標等を設けるものとする。 

② 反射鏡の鏡面材質はアクリル製とし、設置位置等は、本市の指示によるもの

とする。（地元調整必要） 

③ 区画線の設置は、交差点表示、外側線、歩行者用路側帯、文字記号等による

路面標示を行うこと。 

④ 視線誘導標の設置位置等は、本市の指示によるものとする。（別図３参照） 

  ⑷ 交通信号機、横断歩道、規制標識等 

    これら公安委員会所管の安全施設については、事前に別途市長及び警察署長と

協議しなければならない。 
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９．その他 

 ⑴ 橋梁は、１等橋（Ｔ－25）で設計すること。なお、水路横断構造物等について

も、橋梁と同等の設計規格とすること。 

⑵ 車道橋の場合は、荷重が護岸へ直接かからないよう、橋台を設けること。 

⑶ 構造はコンクリート橋を原則とし、転落防護柵（高さ 1.1ｍ以上、設置面から最

下段の水平方向のバーの間隔は原則として 0.15ｍ以下とする）等の安全施設を設

置すること。 

  ⑷ 階段状道路は、原則として設置しないこと。 

  ⑸ 開発区域外との連絡道路は、原則として市と協議のうえ設置するものとする。 

  ⑹ 道路の後退については、原則として中心後退又は一方後退とし、側溝等の必要

な整備を行うものとする。（別図４参照） 

    なお、後退幅員及び整備方法等については、本市の指示によるものとする。 

  ⑺ 開発区域内に又は開発区域と接して存在している道路は、開発者自らの責任に

おいてその機能を確保すること。 

  ⑻ 電柱の設置位置は、別途市長と協議するものとする。 

  ⑼ 占用及び掘削許可は、工事着手前に必ず取得すること。 

  ⑽ 公共施設の用に供することとなる土地の境界は、本市境界プレートを設置し、

明示すること。 

  ⑾ 境界プレートは、境界線の始点、終点、折点及び市長が必要と認めた位置に設

置すること。 

  ⑿ 築造する道路の高さは、周辺の状況を把握し、施行基準を遵守して施工するこ

と。 

⒀ 工事車両等により開発区域内外の道路を破損したときは、速やかに完全復旧す

ること。 

⒁ その他道路の構造は、原則として八尾市道路の構造の技術的基準を定める条例

（平成 24 年八尾市条例第 34 号）八尾市移動等円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準を定める条例（平成 24 年八尾市条例第 37 号）に基づくものとする。 

 



 - 34 - 

第２ 排水に関する事項 

要綱第 17 条第２項による排水施設については、次によるものとする。 

１．排水一般 

⑴  排水を水路等へ放流し、流末水路が、開発区域の排水量、平常水位及び動水勾配

等から勘案して不適当である場合は、水路の浚渫又は改修等を行い、良好な排水状

態としなければならない。 

⑵  排水を水路等へ放流する場合は、水利上必要な措置を講ずるとともに、地区水利

権者と協議するものとする。また、これに係る紛争は、すべて当事者間において解

決しなければならない。 

⑶ 公共下水道管路へ接続する場合においては、下水道施設設計基準によるものとす

る。（別図６・７参照） 

２．人孔 

⑴ 人孔の構造は、原則として次表の組立マンホールとし、公共下水道管路（合流及

び分流汚水）へ接続する場合においてはインバートを、その他の場合は泥だめを 15

㎝以上設けなければならない。ただし、公共下水道未整備区域において、土被りが

十分にとれない場合は、別図 12 の現場打ちの人孔とすることができる。 

呼 び 方 形 状 寸 法 

用      途 

起点・中間点 会合点 

組立１号 

マンホール 

内径  90cm 

円形 

管径 500 ㎜以下 

ただし、 

硬質塩化ビニル管は

管径 600 ㎜まで可能 

管径 450 ㎜以下 

ただし、 

硬質塩化ビニル管は

管径 500 ㎜まで可能 

組立２号 

マンホール 

内径 120cm 

円形 

管径 800 ㎜以下 

 

管径 500 ㎜以下 

ただし、 

硬質塩化ビニル管は

管径 600 ㎜まで可能 

  ※上記以外の種別のマンホールを使用する場合は、別途協議とする。 

  （別図 10・11 参照） 
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⑵ 人孔の設置位置は、以下の通りとする。 

① 管渠の起点及び終点に設置すること。 

② 管渠の方向、勾配、管径の変化する箇所及び段差の生じる箇所に設置すること。 

③ 直線部での人孔の最大間隔は、次表によるものとする。 

 管渠径 （㎜） ６００以下 

最大間隔（ｍ） ７５ 

    ※地形等の条件により、別途協議の場合あり。 

⑶ 足掛金物は、耐腐食性の樹脂被覆製品を使用し、30cm 間隔で設置するものとする。 

⑷ 人孔蓋は、次表を標準として使用するものとし、蝶番は原則流水方向の下流側と

する。（別図 13 参照） 

車道幅員 5.5ｍ以上の道路 

車道幅員が 5.5ｍ未満であるが、一方通行等で大型車両の通行が予測

される道路 

 

  T-25 

車道幅員 5.5ｍ未満の道路又は歩道   T-14 

 (注)車道幅員については、舗装幅員ではなく、有効幅員(側溝等を含む)とする。 

 

⑸ 管底差 60cm 以上の落差があるときには、副管付マンホールとする。尚、新設割込

み人孔時及び既設１号以下の人孔接続時は内副管（省スペース型）を基本とする。

ただし、人孔構造条件等により外副管とすることができる。既設２号以上の人孔へ

の接続時は内副管とする。また、副管径は次表の通りとする。 

本管径（㎜） 200 250～400 450 500～ 

副管径（㎜） 150 200 250 要協議 

    （別図 14・15 参照） 

⑹ 公共下水道計画区域については、公共下水道計画にあわせた構造とし、最終（流

末点）における人孔は吹上げも可とする。詳細については別途協議し決定するもの

とする。 

３．流量計算 

⑴ 排水計画は、布設排水管の流下能力が、その排水管に流入される計画雨水量及び

計画汚水量の合計以上とする。 



 - 36 - 

 

⑵  計画雨水量及び計画汚水量は、以下の通りとする。 

① 公共下水道へ放流する場合の計画雨水量及び計画汚水量は、下表の通りとする。 

排水区名 
流出係数 

（Ｃ） 

汚水量算定係数 

(m3/秒/ha) 
雨水量算定式 

八尾 ０．６０ 0.00097945 

Ｑ＝Ｃ×Ｉ×Ａ／３６０ 

Ｉ＝5,481/(40.76＋ｔ） 

ｔ＝ｔ1＋ｔ2 

 

Ｑ：雨水流出量 

Ｉ：降雨強度 

Ａ：集水面積（ｈａ） 

将来流入し得る全区域に 

すること。 

ｔ：流達時間（分） 

t1：流入時間＝７分 

t2：流下時間 

  ：区間流下時間の逓加 

区間流下時間 

  ：区間延長÷満管流速 

   （小数第 2 位を四捨五入） 

久宝園 ０．５５ 0.00095023 

久宝寺(第二) ０．５５ 0.00094556 

竹渕(第二) ０．５５ 0.00086640 

新家 ０．５５ 0.00096164 

小阪合 ０．５５ 0.00075851 

飛行場北(第一) ０．５５ 0.00093593 

飛行場南(第一) ０．５５ 0.00092099 

福万寺 ０．５０ 0.00075861 

恩智川東 ０．５０ 0.00061988 

竹渕(第一) ０．７０ 0.00067460 Ｑ＝Ｒ×Ｃ×Ａ×{(S/A)^(1/6)} 

Ｒ：降雨量（ｍ3／秒） 0.1667 

Ｓ：地表勾配(‰) ＝１‰ 久宝寺(第一) ０．６０ 0.00067460 

飛行場北(第ニ) ― 0.00113194 

（分流汚水） 

飛行場南(第ニ) ― 0.00101917 

恩智 ― 0.00049916 

南高安 ― 0.00043582 

中高安 ― 0.00021480 

北高安 ― 0.00022593 

※ 計画汚水量は、上記の汚水量算定係数に集水面積（ｈａ）を掛けた値とし、 

0.001 ㎥／sec を最小値とすること。 

② 水路等へ放流する場合の計画雨水量は、以下の通りとする。 

     １ 
 Ｑ＝    ・Ｃ・Ｉ・Ａ 
    ３６０  

      Ｑ：計画流量（㎥／sec） 

      Ｃ：流出係数 密集市街地  ０．９ 

             一般市街地  ０．８ 
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             山   地  ０．７ 

      Ａ：集水面積（ha） 将来流入し得る全区域にすること。 

      Ｉ：降雨強度（㎜／hr） 

     ４３８２            ４５９９  
Ｉ＝             Ｉ＝  

   ｔ＋３４．６４         ｔ＋３３．１０    
  （恩智川より西側）       （恩智川より東側） 

       Ｌ 
ｔ＝７＋ 

      ａ×６０ 

      ｔ：流達時間（min） 

      ａ：仮定流速（0.8～3.0ｍ／ｓ、1.0ｍ／ｓ程度） 

      Ｌ：排水設備最長距離（ｍ） 計画地点から起点人孔まで 

  ⑶ 流下能力の算定は次式の通りとする。 

    
    １    
 Ｖ＝   ・Ｒ2/3・Ｉ1/2 
    ｎ 

      Ｑ＝Ａ・Ｖ  

      Ｑ：流下能力（㎥／sec） 管渠の場合は別表（表―１）を参照 

      Ｖ：流速（ｍ／sec） 

    Ａ：流水の断面積（㎡） 

    ｎ：粗度係数  現場打コンクリート ０．０１５ 

            コンクリート既成品 ０．０１３ 

硬質塩化ビニル管  ０．０１０ 

 Ｉ：勾配  公共下水道管渠の規定勾配については、別表（表―２）を参照 

       Ｒ：径深＝Ａ／Ｐ 

    Ｐ：流水の潤辺長（ｍ） 

※ 公共下水道管渠における計画下水量に対する余裕率は、合流管渠および雨水

管渠については ０％ とし、汚水管渠については 100％ とすること。 
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４．排水管 

  ⑴ 排水管の管径は、下記の寸法としなければならない。 

① 排水本管の最小管径は、次の通りとする。 

 (ｱ) 雨水管渠、合流管渠     ２５０㎜以上 

 (ｲ) 汚水管渠          ２００㎜以上 

② 取付管の管径は次表による。排水面積が 4,500 ㎡を超える場合は、別途協議とす

る。 

排 水 面 積 取 付 管 径 

 １，０００㎡以下 φ１５０㎜ 

２，５００㎡以下 φ２００㎜ 

４，５００㎡以下 φ２５０㎜ 

※ 分流汚水においては、上表に係わらず取付管径はφ１５０mm とする。 

⑵ 排水管の管種は、排水本管は原則としてヒューム管又は硬質塩化ビニル管とし、

取付管については、硬質塩化ビニル管又はこれと同等以上の強度及び耐久性のある

ものとする。なお、既設取付管が陶管であった場合は、布設替えを原則とする。 

⑶ 管の土被りは、原則として 1.0ｍ以上とする。ただし、開発区域及び放流先の状

況によりやむを得ない場合は、別途協議するものとする。（基礎構造図については、

別図８・９を参照） 

⑷ 前号の基準において、国道、府道等の場合は、当該道路管理者と協議し決定する

ものとする。 

⑸ 管渠等の流速は、下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い緩やかに

なるように定め、下記の範囲とする。（表１ ヒューム管流速流量表参照） 

なお、下水道区域における公共下水道管渠の規定勾配は、表２を標準とする。 

① 雨水管渠、合流管渠にあっては、0.8ｍ/s 以上 3.0ｍ/s 以下とする。 

② 汚水管渠にあっては、0.6ｍ/s 以上 3.0ｍ/s 以下とする。 

⑹ 取付管の本管への接続は、原則として垂直とし、本管上部 120 度の範囲内に接合

するものとする。また、接合部はソケット管を使用し、取付間隔は別図 16・17 を参

照し適正な間隔を設けること。 

⑺ 人孔に集中する本管と取付管の流入高さの関係は、下流側本管の管頂よりも取付

管の管底を高位としなければならない。 

 ⑻ 取付管の支管閉塞については、別図 18 を標準とする。 
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５．雨水桝、汚水桝 

 ⑴ 雨水桝、汚水桝は本管接続を原則とする。 

⑵ 雨水桝は、側溝が屈折又は集合する箇所及び断面の変化する箇所に設けること。

また、直線部の設置間隔は、概ね 20ｍとする。 

⑶ 雨水桝には、15 ㎝以上の泥だめを設けること。 

⑷ 汚水桝は、１宅地１箇所を原則として宅地内に設けること。 

⑸ 汚水桝は、フリーインバート桝とすること。 

  ⑹ 雨水桝、汚水桝及び防護ふたの構造は、別図 19～23 を標準とする。ただし、公共

下水道未整備区域の汚水桝の蓋については、市章入りを使用してはならない。 

（汚水桝設置一般基準） 

内  径 対応取付管径  

塩ビ桝φ２００ φ１５０㎜  

塩ビ桝φ３００ φ２００㎜  

０号人孔桝 φ２５０㎜  

１号人孔桝 φ３００㎜以上  

※ 分流汚水においては、上表に係わらず塩ビ桝φ２００とする。 

※ 桝深は、0.75ｍ以上を原則とする。 

  ⑺ グレーチングの耐荷重は、人孔蓋の標準仕様に準ずるものとする。 

６．既設用排水施設 

    ⑴  既設暗渠に排水本管を接続する場合は、点検口を設けること。 

⑵  隣接水路が土水路の場合は、将来水路管理上、支障がないように護岸改修してお

くこと。 

  ⑶ 既設水路、ため池を残す場合は、転落防護柵（高さ 1.1ｍ以上）等の安全施設を

設けること。 

７．通路橋 

⑴  幅は必要最小幅で１宅地１箇所を原則とする。 
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第３  公園等に関する事項 

  要綱第 18 条第４項による公園等の施設の整備及び管理等については、次によるものと

する。 

１．配置、管理 

  ⑴  市に帰属する公園、緑地又は広場（以下「帰属公園等」という。）を伴う場合 

① 帰属公園等は、原則として開発区域住民の利用に便利な位置を選び、一辺以

上が公道に接すること。 

② 帰属公園等以外の公園、緑地又は広場（以下「帰属外公園等」という。）は、

帰属公園等の一辺以上に接し、かつ、帰属公園等を含む全体の形状が、原則と

して正方形若しくは長方形（長辺／短辺＝２以下）となるように整備すること。

ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。また、管理に

ついては、市長と事業者との間で、別途「維持管理に関する協定」を締結し、

市が全体を管理するものとする。 

⑵  帰属公園等を伴わない場合 

① 原則として一辺以上が公道に接し、住民の利用と安全を考慮して設置するこ

と。ただし、公園等が有効、かつ、適切であると認める場合は、この限りでな

い。 

②  管理については、事業者が行うものとし、市長と事業者との間で、別途「維

持管理に関する協定」を締結するものとする。 

２．固定資産税等の取り扱い 

前項第１号②に該当する場合に、事業者は、帰属外公園等について別途定める様

式により、固定資産税及び都市計画税の減免申請を行うことができるものとする。 

３．形状 

⑴  帰属公園等を伴う場合 

公園、 緑地又は広場（以下「公園等」という。）は、原則として正方形若しく

は長方形（長辺／短辺＝２以下）のまとまりのある整形で、遊具施設等が有効に

配置できる形状であること。 

⑵  帰属公園等を伴わない場合 

前号に準ずるよう努めること。ただし、公園等が有効、かつ、適切であると認

める場合は、この限りでない。 
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４．出入口部 

⑴ 帰属公園等を伴う場合 

① 出入口は、原則として公道に面して二箇所以上設けること。 

② 公園等の出入口部には、本市の指定する堅固な車止めを設置すること。 

   また、耐久性のある材料で園名を表示する名板又はこれに代わるものを設け

るものとし、園名及び設置位置については、市長と協議のうえ決定するものと

する。 

⑵ 帰属公園等を伴わない場合 

公園等の面積が 100 ㎡以上の場合は、前号に準ずるよう努めること。 

５．周囲 

⑴ 帰属公園等を伴う場合  

公園等の周囲は、堅固な擁壁及びフェンス等で囲むものとし、フェンス等の高

さ、種類については、市長と協議のうえ決定するものとする。 

⑵ 帰属公園等を伴わない場合 

公園等の周囲は、必要に応じて堅固な擁壁及びフェンス等で囲むこと。ただし、

公園等が有効、かつ、適切であると認める場合は、この限りでない。 

６．敷地 

公園等の敷地は、原則として平坦地とし、維持管理上支障のないように整地を行

うこと。 

７．境界 

帰属公園等の区域界は、市の指定する公園専用のコンクリート境界杭又は境界プ

レート（境界明示板）を設置し、明確にすること。 

８．公園施設等の整備設置基準 

    ⑴ 帰属公園等を伴う場合 

公園施設等は、別表「公園等整備技術基準」に基づき設置し、八尾市移動等円

滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例（平成 24 年八

尾市条例第 38 号）に適合させること。 

⑵  帰属公園等を伴わない場合 

      公園等の面積が 100 ㎡以上の場合は、前号に準ずるよう努めること。 
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 別表  公園等整備技術基準 

            公園面積 

公園施設 
100 ㎡以上 

200 ㎡未満 

200 ㎡以上 

400 ㎡未満 

400 ㎡以上 

600 ㎡未満 
600 ㎡以上 

                

      

遊戯 

施設

等 

砂場、スベリ台、 

ブランコ、 

ジャングルジム、 

健康遊具 

協議により 

左欄の中か 

 ら 

   １～２基 

協議により 

左欄の中か 

 ら 

   ２～３基 

協議により 

左欄の中か 

 ら 

   ３～４基 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

別途協議 

 

アニマル遊具、 

鉄棒、 

その他 

協議により 

左欄の中か 

ら０～１基 

協議により 

左欄の中か 

ら０～１基 

協議により 

左欄の中か 

ら０～１基 

       計   ２  基   ３  基   ４  基 

休養施設 
ベ ン チ      ２基以上  ３基以上  ４基以上 

ﾊﾟｰｺﾞﾗ等                その都度協議 

便益施設 
手洗い（自閉式） １  基 １  基 １  基 

時計台 １ 基 １ 基 １ 基 

 

 

 

管理施設 

 

照 明 灯     

（ＬＥＤ） 

100Ｗ相当 

 １基以上 

100Ｗ相当 

 ２基以上 

100Ｗ相当 

 ３基以上 

散 水 栓     １ 基 １ 基   ２ 基 

車 止 め     

（脱着式） 

     車 椅 子 対 応 の も の を             

     １箇所以上設置すること。 

外 

周 
外周擁壁 

① 高低差が 1ｍ以下の場合 

コンクリート擁壁又は同等以上のもの 

② 高低差が 1ｍを超える場合 

 コンクリート擁壁等 

フェンス Ｈ＝1.8ｍ以上のメッシュフェンス 

排水設備 
最小管径 150 ㎜以上とし、適切に設置する 

こと。 

 

 

 

修景施設 

 
植 栽 工     

・公園等面積の 30％以上の植栽地を設け 

ること。 

・植栽地面積１㎡当たりにつき、 

    高木(H=3.0ｍ以上)   0.05 本 

    中木(H=1.5ｍ以上)    0.1 本 

    低木(H=0.3ｍ以上)       1 本 

を植栽すること。 

 ※引き渡し後１年間は、植栽樹木の枯損の 

補償が必要です。 

※遊具については安全領域を考慮し、配置すること。 

※照明灯については、日本工業規格 JIS9110：2010 に基づいて、必要な照度を確保できるよ

う照明灯を配置すること。ただし、周辺環境や照度均斉度も考慮し、市長が必要な照度が満

たされると認める場合はこの限りではない。 



 - 43 - 

第４  造成に関する事項 

  要綱第 35 条第２項に規定する擁壁、その他造成に関する事項については、次による

ものとする。 

１．開発区域内（外）に造成工事がある場合は、開発行為によって影響を受ける区

域の宅地の安全性について検討しなければならない。 

２．造成行為（切土、盛土等）により、開発区域の周辺とに高低差が生じた場合及

び開発区域の境界線にがけ等がある場合は、下記により擁壁等を設置しなければ

ならない。 

  ※「がけ」とは地表面が水平面に対して 30°を超える角度をなす土地で硬岩盤

（風化の著しいものは除く。）以外のものをいう。 

        

      

 

 

 がけ 

 

 

 

 

 

 

                   

がけでないもの 

              

          

     30° 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の設置基準 

⑴ 官民境界部 

コンクリート擁壁等 

⑵ 民々境界部 

① 高低差が１ｍ以下の場合 

コンクリート擁壁又は同等以上のもの 

② 高低差が１ｍを超える場合    

    コンクリート擁壁等 

３． 造成の計画高については、開発区域周辺地に排水不良等を生じないよう勘案し、

周辺の地盤高等を十分に検討のうえ、決定しなければならない。 

４．切土、盛土等により生じたのり面は、速やかに植生工や構造物によるのり面保

護工などの適切な処置を講じなければならない。   

５．盛土の地盤は、盛土及び建物等を十分に支持し、沈下を生じないものでなけれ
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ばならない。 

６．盛土に用いる材料は、切土を利用する場合も含めて良質な山土とすること。 

７．谷部を埋立てするときは、透水管を埋設するなど、適切な排水工を施工するこ

と。 

８．擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積造等とし、

下記事項によること。 

⑴  擁壁を設計する場合は、構造計算によって、次に掲げる事項について該当す

ることを確かめたものでなければならない。 

① 土圧、水圧及び自重等（以下「土圧等」という。）によって、擁壁が破壊さ

れないこと。 

② 土圧等によって、擁壁が転倒しないこと。（安全率 1.5 以上） 

③ 土圧等によって、擁壁の基礎がすべらないこと。（安全率 1.5 以上） 

④ 土圧等によって、擁壁が沈下しないこと。 

⑵ 構造について 

① 擁壁の水抜穴は、内径 75 ㎜以上の耐水材料を用いたもので、壁面積３㎡当

り一箇所以上設置すること。 

② 擁壁の水抜穴からの排水についても、排水施設を設置すること。 

③ エキスパンションは、約 10ｍ毎に設置すること。 

④ 擁壁の根入れ深さは、地上高さ（地表面から立て壁上端までの高さ）の 

15％以上かつ 35cm 以上とすること。ただし、練積造の擁壁において土質が第 

三種の場合は地上高さの 20％以上かつ 45 ㎝以上とすること。 

⑤ 擁壁前面に 300×300 を超える側溝等がある場合は、原則として側溝底等を

地表面とみなすこと。 

⑶  安定、構造計算に必要な数値は、下記によること。 

① 法かつぎのない場合 

土質資料の無い場合及び粒土試験等による場合は、別表の値によること。 

別表によらない場合は、三軸圧縮試験・一面剪断試験等によること。 

② 法かつぎのある場合 

標準貫入試験、粒土試験及び三軸圧縮試験又は一面剪断試験を行い、クー

ロン公式又は試行くさび法等により計算すること。 

③ 地表載荷荷重（ｑ） 
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5.0（KＮ／㎡）以上で、実況に応じた数値とする。 

④ コンクリートの単位体積重量 

      鉄筋コンクリート         ｒｃ＝24（KＮ／㎥） 

      無筋コンクリート         ｒｃ＝23（KＮ／㎥） 

⑤ 地盤の長期許容支持力度 

      市街化区域（宅造規制区域を除く）  49（KＮ／㎡） 

      市街化調整区域又は宅造規制区域     98（KＮ／㎡） 

    ただし、標準貫入試験等の試験結果による場合は、この限りでない。 

⑥ 底版に突起を設ける場合の底版の長さについては、突起が無いと仮定した

とき、原則として常時の安全率が 1.0 以上確保するように考慮し決定するこ

と。また、突起の位置は底版の中央部 1／3 の範囲内とし、突起の高さは底版

幅の 10％～15％の範囲内とすること。 

⑦ 三軸圧縮試験は、背面土については、予想される施工密度に締め固められ

た試料、基礎底面下の土については乱さない試料によること。 
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コンクリート擁壁

仮
想
背

高 　境界 面 PA

さ

PA

PA:土圧等の合力を示す

　　　　　　　α

り
面

θ

根
入
れ

壁
背
面

す
べ

 

 

 

別表 

 

土質資料の無い場合 

シルト・粘土又はそ 

れらを多量に含む土 

粒度試験等による場合 

砂質土 

 

岩・岩屑・ 

砂利又は砂 

常 時 主 動 土 圧 係 数：Ｋa 0.5 0.4 0.35 

背面土の単位体積重量：γs 16（KN／㎥） 17(KN/㎥) 18(KN/㎥) 

基礎底面下の摩擦係数： μ 0.3 0.4 0.5 

基礎底面と土との摩擦角：φB 16°以下 20°以下 24°以下 

土

圧

の

作

用

角

度 

δ 

仮想背面の場合  

・片持梁式の安定計算時 

０° ０° ０° 

壁背面の場合 

・重力式 

・もたれ式  

・片持梁式の断面計算時 

（2／3×16°+θ）

以下 

（2／3×20°

+θ）以下 

（ 2／ 3× 24°

+θ）以下 

ただし、透水マットを使用する場合は、下記のとおり。 

（８°+θ）以下 

 

(10°+θ) 

以下 

(12°+θ)以下 

  ※ θ：背面土と鉛直面とのなす角 

  注）ただし、別表の数値はθが±10°以上の場合は適用できない。 
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練積造の擁壁寸法表 （宅地造成及び特定盛土規制法施行令第10条別表第４より）

               Ｃ＝控え長さは、いずれも30cm以上

土質 a (cm) α° b (cm) H H′ 水抜き

40 2ｍ 以下
50 2ｍ～3ｍ

第 40 2ｍ 以下
40 65°～70° 45 2ｍ～3ｍ

50 3ｍ～4ｍ
種 40 3ｍ 以下   H×0.15

65°以下 45 3ｍ～4ｍ
60 4ｍ～5ｍ   但し、
50 2ｍ 以下
70 2ｍ～3ｍ   35cm以上で   内径75㎜以

第 45 2ｍ 以下
65°～70° 60 2ｍ～3ｍ   あること。   上のものを

二 40 75 3ｍ～4ｍ
40 2ｍ 以下   ３㎡に１本の

種 50 2ｍ～3ｍ
65 3ｍ～4ｍ   割合で入れ
80 4ｍ～5ｍ
85 2ｍ 以下   る。
90 2ｍ～3ｍ   H×0.20

第 75 2ｍ 以下
65°～70° 85 2ｍ～3ｍ   但し、

三 70      105 3ｍ～4ｍ
70 2ｍ 以下   45cm以上で

種 80 2ｍ～3ｍ
95 3ｍ～4ｍ   あること。

     120 4ｍ～5ｍ

第一種   岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂

第二種   真砂土、関東ローム、硬質粘土

          　その他これらに類するもの

第三種   その他の土質

一

70°～75°

70°～75°

65°以下

70°～75°

65°以下

a

H 間知石

水抜穴

α 止水板

H′ b

コンクリート

c
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第５  検査・帰属・移管に関する事項 

  １．検査に関する事項 

⑴  事業者は、要綱第 10 条第２項の検査の結果、適合していない不備な箇所がある

場合は、市長の指示に基づき事業者の負担において手直し工事を行わなければな

らない。 

⑵  市長は、要綱第 10 条第２項に規定する検査のほか、現場状況により特に必要と

認めるときは、中間検査を実施するものとし、その他随時立ち入り検査を実施す

ることができる。 

⑶  工事施工写真については、別途「写真管理基準」によるものとする。 

⑷  公共施設としての防火水槽の設置がある場合には、別途消防長が実施する防火

水槽の検査（水張検査を含む。）に合格しなければ、要綱第 10 条第２項の検査済

証は交付しないものとする。 

２．帰属・移管に関する事項 

   要綱第 39 条第２項に規定する関係図書は、次によるものとする。 

  ⑴  帰属等に関する図書 

⑴ 開発行為帰属申出書又は開発事業寄付申出書 

⑵ 登記承諾書（１通）及び登記原因証明情報（１通）  

⑶ 登記事項証明書[土地]（１通）※所有権以外の権利を抹消のこと。 

⑷ 印鑑証明書（１通。法人の場合は、代表者事項証明書も必要） 

⑸ 地籍図（１通） 

⑹ 地積測量図（１通） 

⑵  移管に関する図書 

       必要図書 

 

 

 

 

 

公共施設の書類 

地

籍

図 

位

置

図 

土
地
利
用
計
画
図 

排
水
計
画
平
面
図 

排
水
計
画
縦
断
図 

道
路
計
画
縦
横
断
図 

各

施

設

構

造

図 

公

園

施

設

図 

求
積
図
（
帰
属
） 

道 路 施 設         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

排 水 施 設         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

公 園 施 設         ○ ○ ○     ○ ○ 

防 火 水 槽         ○ ○ ○     ○ ○ 

※ ①  公共施設種類及び内容に応じて、提出図書が異なります。 

    ②  公共施設毎に編冊してください。 
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第６ 敷地規模等に関する事項 

 １．戸建住宅の敷地規模 

   要綱第 20 条第１項ただし書き規定に基づき、「戸建住宅の敷地規模」について、

次に掲げるものとする。 

  ⑴ 要綱の実施日（平成８年 10 月１日）において、既に土地利用が行われている土

地で、その土地の全部が要綱別表２に規定する敷地規模標準（以下同じ。）に満た

ない土地について、住宅１戸の建築を行うもの 

  ⑵ 要綱の実施日（平成８年 10 月１日）において、旧要綱（昭和 49 年３月 15 日制

定）第２条第３号の規定による連続又は継続に該当し、一体開発とみなされる土

地について、住宅１戸の建築を行うもの（別図参照） 

  ⑶ 土地利用における敷地（画地）計画において、各々の敷地が別表に定める最低

敷地規模（以下同じ。）以上で、平均敷地規模が敷地規模標準以上であり、敷地規

模標準未満の敷地が２区画又は２割以下となるもの（別図参照） 

  ⑷ 第１種低層住居専用地域を除き、小規模宅地等において敷地規模が 50 ㎡以上確

保することが可能な土地について、住宅２戸の建築を行うもの。ただし、道路後

退が伴うものにあっては、小規模要綱協議申出書による場合を含め、要綱施行基

準に基づく後退整備を行い、公道については、市に帰属するものとする。（別図参

照） 

⑸ 自己が所有権（権利登記の行われているものに限る。以下同じ。）又は借地権を

取得して１年以上経過した土地において、土地所有者又は借地権者が自ら住宅を

建築するもの 

⑹ 既存宅地において、建築基準法第 42 条第２項に規定するみなし線を超える道路

後退を施行基準に従って行うことにより、当該道路後退面積により敷地規模標準

未満となる開発事業（別図参照） 

⑺ 世帯分離により敷地を分割する場合において、各々の敷地が最低敷地規模が確

保できるもの 

⑻ その他前各号に準ずるものと市長が認めるもの 

 ２．長屋住宅の住戸規模 

  ⑴ 第１種低層住居専用地域において建築する長屋住宅については、１戸あたり 40

㎡以上の専用床面積（階段部分は除く。）を確保するものとする。 

  ⑵ 敷地規模について、要綱第 20 条 1 項ただし書き規定に基づき、前項第 6 号の規



 - 50 - 

定を適用するものとする。 

 ３．共同住宅（世帯向）住戸規模 

   要綱第 20 条第２項ただし書き規定に基づき、「共同住宅（世帯向）住戸規模」に

ついて、次に掲げるものとする。 

  ⑴ 高齢者向住宅等 

  ⑵ 平均戸当たり専用床面積 

イ 第１種低層住居専用地域において、住宅１戸当たりの専用床面積が 60 ㎡以上

であり、戸当たりの平均専用床面積が 80 ㎡以上確保できる場合 

ロ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域及び市街化調整区域

において、住宅１戸当たりの専用床面積が 40 ㎡以上であり、戸当たりの平均専

用床面積が 50 ㎡以上確保できる場合 

ハ 工業地域において、住宅１戸当たりの専用床面積が 40 ㎡以上であり、戸当た

りの平均専用床面積が 60 ㎡以上確保できる場合 

  ⑶ 前各号に準ずるものと市長が認めるもの 

 

  別表     戸建住宅の敷地規模標準及び最低敷地規模 

用  途  地  域 敷地規模標準 最低敷地規模 

第１種低層住居専用地域 150 ㎡ 100 ㎡ 

第１種中高層住居専用地域 
70 ㎡ 60 ㎡ 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

66 ㎡ 55 ㎡ 第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

近 隣 商 業 地 域 
55 ㎡ 50 ㎡ 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 66 ㎡ 55 ㎡ 

工 業 地 域 80 ㎡ 70 ㎡ 
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別図　　戸建住宅敷地規模緩和基準

1.　(2)　残地処理

例　第１種住居地域

６６㎡＞Ａ　建築戸数１戸

Ａ：残地

　開発区域

1.　(3)　平均敷地

Ａ，Ｂ≧５５㎡（最低敷地規模）

Ｃ～Ｈ＞６６㎡（敷地規模標準）

Ａ＋Ｂ～Ｇ＋Ｈ

　　８

8×0.2＝1.6　２戸（Ａ，Ｂ）

建築戸数は、２区画又は２割以下

1.　(4)　小規模宅地等 1. (6)　施行基準による道路後退

Ａ Ｂ Ｂ

第１種低層住居専用地域以外の地域 Ａ+Ｂ+Ｃ

Ａ，Ｂ≧５０㎡ ３

建築戸数　２戸
↓

Ｂ

Ａ，Ｂ，Ｃ＜敷地規模標準

Ｃ

Ａ Ｃ

≧敷地規模標準

Ａ

Ａ

Ｃ

例　第１種住居地域

Ｄ

2.35ｍ

Ｅ

Ｇ

 4ｍ未満
2.35ｍ

≧６６㎡Ｆ

Ｈ

2.0ｍ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
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第７ 駐車施設に関する事項 

１．区域外の駐車施設等 

要綱第 23 条第１項及び第２項ただし書き規定に基づく自動車の駐車施設基準につ

いて、次のように定める。 

  ⑴ 土地利用計画上、開発区域内で必要台数の設置が困難と認める場合においては、

開発区域内に 80％以上を確保し、同一開発区域内で確保できない台数を開発区域

から概ね半径 500ｍ以内で確保するものとする。 

  ⑵ 前面道路が進入禁止区域等の交通規制にあるもの、用途地域が商業地域及び近

隣商業地域にあるもの、敷地形状が著しく不整形・狭小にあるもの並びにＪＲ線、

近鉄大阪線及び地下鉄線の各駅を起点として、概ね半径 500ｍ以内にあるものにつ

いては別途協議とする。 

２．駐車施設の面積等 

 要綱第 23条第３項の規定に基づく駐車施設の面積等を次のように定める。ただし、

機械式装置等を用いる場合は、この限りでない。 

⑴ 駐車施設の面積 

①  自動車 

下表の基準を参考として、必要台数を設置するものとする。 

区   分 駐車スペース 

① 軽自動車 2.0ｍ×3.6ｍ 

② 小型乗用車 2.3ｍ×５ｍ 

③ 普通乗用車 2.5ｍ×６ｍ 

④ 身体障がい者の乗用車用 3.5ｍ×６ｍ 

②  自転車 

下表の基準を参考として、必要台数を設置するものとする。 

１台当たり 1.7ｍ×0.6ｍ 

  ⑵ 非住宅の延べ面積の算出 

    要綱別表５の設置台数を算定する基準面積は、建築物の延べ面積を原則とする。

ただし、次の用途については、下記のとおりとする。 

① 物品販売店舗は営業面積とする。 

② その他の特定用途において、建築物の用途、使用状況等により別表５の必要

台数の設置が困難な場合は、別途協議とする。 

  ⑶ 駐車台数の端数処理 

    要綱別表４及び５に基づき算出した駐車台数に端数が生じた場合は、四捨五入

とする。 
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第８ 準工業地域、工業地域における住宅計画 

１．緩衝帯の設置等 

要綱第 25 条第２項に規定する「工業地域においてやむを得ず住宅を計画する場合

は、周辺に適当な幅員の空地を設けて植樹するなど自衛の措置を講じなければなら

ない。」については、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例第 40 条によるもの

とする。 

２．周知方法等 

要綱第 25 条第３項に規定する「事業者は、居住予定者等に対し、当該地域が準工

業地域又は工業地域であることを事前に周知させなければならない。」については、

次の各号によるものとする。 

⑴ 事業者は、住宅の分譲の募集又は入居の案内に際しては、その属する用途地域

が準工業地域又は工業地域である旨を、分譲又は入居の案内書、重要事項説明書

等に明記するものとする。 

⑵ 事業者は、工業地域において、譲渡又は他人に使用させることを目的とする開

発事業を行うに当たっては、開発事業の概要を記載した表示板（別記様式）を開

発区域内に、要綱第４条第１項に規定する事前協議申請書を市長に提出した日か

ら建築物の工事が完了する日までの間、掲出しなければならない。ただし、表示

板については、要綱第 48 条第１項に規定する標識をもって替えることができる。 

  ⑶ 事業者は、前号の開発事業にあっては、当該開発区域の境界線より 20ｍ以内に

工場がある場合には、当該工場を営む者に対して当該開発事業について説明する

ものとする。ただし、要綱第 48 条第２項に基づく説明を行う場合は、この限りで

ない。 
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別記様式 

                ９０㎝以上  

開 発 事 業 の 概 要 

開発区域の所在地 

及 び 面 積 
八尾市 

予定建築物の用途  予定建築物の階数 地上  階 

事業者（開発者） 住所 

氏名又は名称          連絡先電話番号 

工 事 施 行 者 住所 

氏名又は名称          連絡先電話番号 

設 計 者 住所 

氏名又は名称          連絡先電話番号 

建築工事予定期間    年   月   日～     年   月   日 

標識設置年月日        年   月   日 

 

80㎝ 

以上 

 

 

（参考） 

八尾市生活環境の保全と創造に関する条例  抜すい 

 （工業地域内の住宅規制） 

第 40条  都市計画法（昭和 43 年法律第 100号）第２章に定める工業地域において、譲

渡又は他人に使用させることを目的とする住居の用に供される建築物を建築しよう

とする者は、騒音等による生活環境の侵害を避けるため、当該建築物を建築しよう

とする敷地の周辺に、規則で定める緩衝地帯を設けなければならない。ただし、や

むを得ず建築する場合は、規則で定める構造基準に適合しなければならない。 

八尾市生活環境の保全と創造に関する条例施行規則  抜すい 

（工業地域における緩衝地帯）  

第 23条 条例第 40 条の規則で定める緩衝地帯は、敷地境界線から敷地内へ 4.7 メート

ル以上の幅を有しなければならない。ただし、敷地境界線の外側に接し、道路、河川（河

川敷及び水路を含む。）又は鉄道敷がある場合は、4.7 メートルから、それらの幅員を

減じることができる。 

（緩衝地帯における構造基準） 

第 24条 条例第 51 条及び第 52条の規則で定める構造基準は、次のとおりとする。  

 ⑴ 壁、屋根及び床は、コンクリート材又はこれと同等以上の防音効果を有する材

料を使用し、すき間の生じない構造とすること。 

 ⑵ 窓及び出入口は、二重構造又はこれと同等以上の防音効果を有する構造とするこ

と。 

 ⑶ 主要な居室内は、適切な吸音措置及び防音を考慮した換気上有効な措置を講ずる

こと。 

 

90㎝ 

以上 
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第９ 集会所に関する事項 

１．集会所の位置、構造、間取り、設備及び備品 

  集会所の位置、構造、間取り、設備及び備品については、次の各号に定めるところに

より、市長と協議の上、決定するものとする。 

⑴ 集会所の位置 

開発区域内において、地域住民が集会その他地域的共同活動を行うにあたり利便性の

良い位置であり、また、集会、会議、祭事、行事等の実施に伴う騒音、振動、照明、

交通、ゴミ等の問題の近隣住民への影響が少ないと認められる位置であること。 

   ⑵ 集会所の構造 

   原則として、次の用件をすべて満たすものであること。 

    ① 独立した建物であること。 

    ② 平屋建であること。 

    ③ 集会室に空調用の配管・配線が施してあること。 

    ④ 集会所敷地内に別棟の防災倉庫を設置すること。 

      ※第 10 防災倉庫に関する事項 参照 

  ⑶ 集会所の間取り 

原則として、下表に定める間取りであること。 

機能区分 区 分 等 内    容    等 

集 会 室 洋 室 自治組織等の総会ができる程度の広さ 

収納スペース 屋 内 集会室の会議机、折りたたみイス等の整理用 

給 湯 室 ガス or 電気 湯沸し機能を有すること 

便  所 洋 式 
男子、女子及び多目的(車イス対応)の３個室が 

望ましい 

⑷ 集会所の設備 

   原則として、集会所利用に際して、最低限必要となる次の設備を設けること。 

①  集会室の床面積に応じた能力の空調機器を設置すること。 

②  １室ごとに照明器具を設置すること。 

③  10戸につき５足収納できる下駄箱を設置すること。 

⑸ 集会所の備品 

   原則として、下表に定める備品を設置するものとする。 
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品   目 標準設置数 

会議机(脚折りたたみ式) 10戸につき１ 

折りたたみイス 10戸につき５ 

ホワイトボード １ 

２．集会所の管理 

  集会所の管理は、要綱第 37 条を準用するものとし、また、事業者又は管理組合等は、

住民で組織する自治組織に委託することができる。 

３．その他 

   八尾市が提供する広報板を、自治組織と協議の上、集会所敷地等へ設置するものとす

る。 

 

第 10 防災倉庫に関する事項 

要綱第 36条第５項に規定する防災倉庫に関する事項については、次によるものとする。 

１．防災倉庫の位置及び構造等 

 ⑴ 防災倉庫の位置及び構造等は、市長と協議の上、決定するものとし、本体（共同住

宅又は集会所）とあわせて建築確認等を受けること。 

⑵ 土地区画整理区域内の２次開発等、公園等の設置のない開発事業にあっては、防災

倉庫は共同住宅の敷地内に設置するものとする。 

⑶ 防災倉庫の面積は、計画戸数１戸当たり 0.05 ㎡で算出した面積を有し、かつ、１箇

所につき必要最低面積５㎡以上とすること。 

⑷ 防災倉庫の空間高さは、おおむね 2.0ｍ以上を有するものとすること。 

⑸ 防災倉庫は、備蓄品の収納及び搬出が容易な仕様とすること。 

⑹ 防災倉庫は、原則として他の施設との共有の施設としないこと。 

⑺ 倉庫設置に関する必要な手続き等は、事業者において行うこと。 

⑻ 防災倉庫の外側に、防災倉庫である旨を記した表示を行うこと。 

２．防災倉庫の管理 

防災倉庫の管理は、要綱第 37条を準用するものとし、また、事業者又は管理組合等は、

住民で組織する自治組織に委託することができる。 

３．備蓄用品 

事業者は、防災倉庫に備蓄する用品の品目及び数量等は、市長と協議の上、決定する

ものとし、入居時までに当該倉庫に収納することとする。 

 

 



 - 57 - 

第 11 開発に関するその他の事項 

１．建築承認 

要綱第 11条に基づく承認については、都市計画法第 37条の規定を準用する。 

２．単身者向共同住宅等の公園等面積 

 要綱第 18条第１項第２号の計画戸数当たりの公園等面積の算定について、単身者向共

同住宅及び寮等にあっては、１戸又は一人当たり 1.2㎡とする。 

３．防犯灯の設置等 

  ⑴ 事業者は、開発事業等に関する工事において、自らの負担において防犯灯の設置を

行い、暗がりの改善に努めるとともに、地域の犯罪防止の取り組みへの協力に努める

ものとする。 

  ⑵ 事業者は、1,000 ㎡以上又は 10戸以上の分譲住宅の開発事業等を行うに当たり、防

犯灯の設置等についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 

  ⑶ 事業者は防犯灯の設置等について、周辺自治会（町会）に対しても協議を行うもの

とする。ただし、計画戸数の規模により、新たな自治会（町会）の設立が必要な場合、

開発区域の自治会（町会）が結成されるまで、防犯灯の維持管理は事業者が行うもの

とする。 

  ⑷ 共同住宅及び分譲共同住宅敷地内に設置した防犯灯（照明灯）については、要綱第

37条を準用するものとする。 

４．その他 

この要綱に定めのない事項について市長が必要と認めたときは、その都度開発者と協

議の上定める。 
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第 12 中高層建築物及び特定用途建築物に関する事項 

１．定義 

 ⑴ 「建築」とは、建築基準法第 2条第 1項第十三号による「建築物を新築し、増築し、

改築し、又は移転することをいう。」。 

 ⑵ 「用途の変更」とは、八尾市開発指導要綱第２条第８号による「既存の建築物の用

途を変更して特定用途建築物にすることをいう。」。 

 ⑶ 「高さ」は、建築基準法施行令第２条第１項六号ロによる。（ア）かつ（イ）であれ

ば高さに算入しない。 

（ア）建築面積の１／８以下の床面積で高さ 12ｍ以下。 

（イ）階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分。 

 ⑷ 「階数」は、建築基準法施行令第２条第１項八号による。（ア）かつ（イ）であれば

階数に算入しない。 

（ア）建築面積の１／８以下の床面積。 

（イ）昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分。 

２．中高層建築物の適用 

 ⑴ 用途地域をまたがる場合は、建築基準法第 91 条に準じ、敷地の過半の属する地域の

規定を適用する。 

 ⑵ 単独の工作物等は適用しない。ただし、建築物に付属する工作物等で日影・電波障

害等に影響を与えるおそれのあるものは適用する。 

 ⑶ 建築物の屋上に、確認申請が必要な工作物を設ける場合については、建築物の高さ

に算入する場合があるため、個別に相談すること。 

 ⑷ 増築の場合（同一棟増築、別棟増築いずれも同様の取り扱いとする。） 

（ア）増築部分が要綱第 46 条の適用範囲に該当する場合、届出を要し以下のとおり取

り扱うこととする。 

① 増築部分を要綱第 48 条第２項の「計画建築物」とする。 

② 既設建築物の要綱第 48 条第２項の「水平距離の範囲内」において、増築部分

による敷地外の日影影響範囲が既設建築物部分の日影影響範囲よりも増大する

場合は、当該増大部分を増築部分の「水平距離の範囲内」に含めることとする。 

（イ）昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分。 

 ⑸ 大規模な修繕、模様替え及び用途変更について、届出は不要とする。 

３．特定用途建築物の適用 

 ⑴ 確認申請等の手続きが不要であっても、特定用途建築物への用途の変更がある場合

は、適用となる。 
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４．建築計画の事前公開等 

 ⑴ 訪問先が留守の場合 

複数回訪問することとし、それでも不在の場合は説明用の資料をポストに投函する。

又、説明を実施した報告書に訪問日時を全て記載し、投函した資料を添付すること。 

 ⑵ 説明範囲内に共同住宅（賃貸）がある場合 

居住者に対する説明については、共同住宅管理者の責任において、説明する旨の

協議経過があれば、個別の訪問を省略することができる。 

 ⑶ 説明範囲内に共同住宅（分譲）がある場合 

所有者・入居者に対する説明については、共同住宅の管理組合等に説明の趣旨を伝

え、了承を受けた上で各戸に説明を行う。 

 ⑷ 説明範囲内にテナントビルがある場合 

各テナントを個別に訪問し、説明するものとするが、オーナーや管理会社等の責

任において、各テナントへ説明する旨の協議経過があれば省略することができる。 

 ⑸ 説明範囲内に建築物のない敷地がある場合 

説明範囲内に田畑、公園及び駐車場など、建築物のない敷地が存在する場合につ

いては、土地の所有者（又は管理者）に対し説明すること。ただし、建築基準法第

42 条に規定する道路、建築基準法第 43条第２項に規定する空地又は軌道敷きについ

ては説明を省略できる。 

 ⑹ 一の建築物で高層部分と低層部分がある場合 

低層部分が適用範囲の高さ、階数未満であっても低層部分を含めた外壁面から説

明範囲を決定する。 

５．その他 

 ⑴ 中高層建築物及び特定用途建築物の双方に適用する場合は、重複する図書について

は省略できることとする。 

⑵ 届出後に計画建築物に関する設計等を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、

変更届出書の提出を必要とする。（変更届出書には内容変更となった図書を添付） 
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既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

⇐日影増大部分日影増大部分⇒

パターン①同一棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離＋日影増大部分

「中高層建築物指導要綱取り扱い解説」「【適用範囲】第２条（５）増築の場合」

既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

パターン①別棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離

日影増大部分⇒ ⇐日影増大部分

 

「第 12 中高層建築物及び特定用途建築物に関する事項」「2.中高層建築物の適用」（4）増築の場合 
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既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

日影増大部分⇒

パターン②同一棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離＋日影増大部分

既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

パターン②別棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離＋日影増大部分

日影増大部分⇒

 



 - 62 - 

既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

パターン③同一棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離

既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

B水平距離

既設A＞増築B＞対象高さ

パターン③別棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離
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既設A

増築B
B水平距離

B水平距離

増築B＞既設A＞対象高さ

パターン④同一棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離＋日影増大部分

日影増大部分⇒

A水平距離

A水平距離

既設A

増築B

A水平距離

A水平距離

B水平距離

増築B＞既設A＞対象高さ

パターン④別棟増築

「水平距離の範囲内」は
B水平距離＋日影増大部分

日影増大部分⇒
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図－３ 

 

 



 

 - 67 - 

図－４ 
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図－５ 
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図－６ 
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図－７ 
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図－８ 
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図－９ 
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図－１０ 
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図－１１ 
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図－１２ 

 

（公共下水道未整備区域のみ使用可能） 
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図－１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 分流区域における雨水ふたのデザインについては、所管課にて協議すること。 
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図－１４ 
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図－１５ 
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－１６ 

 

 

 

 

 

 

番線等により支管を固定 

番線等により支管を固定 
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図－１７ 

 

 

 

標準は、１m とする。本管が硬質塩化ビニル管の場合は以下によること。 
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図－１８ 

 

 

（既設支管が硬質塩化ビニル製の時） 

（既設支管が無い、または硬質塩化ビニル製以外の時） 
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図－１９ 
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図－２０ 
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図－２１ 
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図－２２ 
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図－２３ 
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表－２ 

 

公共下水道管渠の規定勾配 

 

ヒューム管 

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

250 5.0 0.86 0.042 7.0 1.01 0.050 5.0 0.86 0.042

300 4.0 0.87 0.061 5.5 1.01 0.072 4.0 0.87 0.061

350 3.5 0.90 0.086 4.5 1.02 0.098 3.2 0.86 0.083

400 3.0 0.91 0.114 3.8 1.02 0.128 2.7 0.86 0.108

450 2.8 0.95 0.151 3.4 1.05 0.166 2.3 0.86 0.137

管　径

久宝園、久宝寺第２、
八尾、飛行場北・南排水区

分流雨水管

新家、福万寺、小阪合、
恩智川東、竹渕第２排水区

久宝寺第１、
竹渕第１排水区

 

 

塩ビ管 

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

勾　配
(‰)

満管流速
(ｍ/sec)

満管流量
(㎥/sec)

250 2.9 0.85 0.042 4.1 1.01 0.050 2.9 0.85 0.042

300 2.4 0.87 0.060 3.3 1.02 0.071 2.4 0.87 0.060

350 2.1 0.90 0.086 2.7 1.02 0.097 2.0 0.88 0.084

400 1.8 0.91 0.111 2.3 1.02 0.126 1.7 0.88 0.108

450 1.7 0.95 0.146 2.0 1.03 0.158 1.5 0.89 0.137

新家、福万寺、小阪合、
恩智川東、竹渕第２排水区

管　径

久宝園、久宝寺第２、
八尾、飛行場北・南排水区

分流雨水管

久宝寺第１、
竹渕第１排水区

 

 ※分流汚水管（塩ビ管φ200mm）の勾配は、3.5‰以上 49‰以下とする。 

 

 

 

 


